
報告第８号 
 

平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率について 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及

び同法第２２条第１項の規定により、平成２９年度決算に係る健全化判断比率及び資金不

足比率について、別冊監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

 
平成３０年９月３日提出 

 
大田原市長 津 久 井 富 雄 

 
記 

 
１ 健全化判断比率 
  ・実質赤字比率        －  （１２．５４％） 
  ・連結実質赤字比率      －  （１７．５４％） 
  ・実質公債費比率      ８．６％（ ２５．０％） 
  ・将来負担比率      ５１．１％（３５０．０％） 
 
２ 資金不足比率 
  ・水道事業会計        －  （ ２０．０％） 
  ・下水道事業特別会計     －  （ ２０．０％） 
  ・農業集落排水事業特別会計  －  （ ２０．０％） 
 
注１ 「－」は、赤字又は資金不足を生じていないため当該数値については該当なしを表

す。 
注２ （  ）内は、当市の平成２９年度決算に係る早期健全化基準又は経営健全化基準

を表す。 
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